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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前身頃と後身頃とが両側縁部で接合されてウエスト開口部及び左右一対のレッグ開口部
が形成された外装体と、
　この外装体の内面側において前身頃から後身頃にかけて位置する吸収体と、を備えるパ
ンツ型使い捨ておむつであって、
　前記外装体は、後身頃に、前身頃と後身頃との一方側縁接合部から股下側に迂回して他
方側縁接合部に到達する複数本の湾曲弾性伸縮部材を備え、かつ
　この湾曲弾性伸縮部材は、；
　幅方向中央部で股間側に向かう略Ｖ字状をなして、後身頃の幅方向中央の肌当接面側に
前後方向に延在する隆起部を形成する隆起部形成パターンで配置された、第１の弾性伸縮
部材と、
　幅方向中央部において前記略Ｖ字状の隆起部形成パターンの頂点又はその股間側近傍を
とおりかつ、おむつの両側縁部において前記略Ｖ字状の隆起部形成パターンの頂点よりも
ウエスト開口部側との距離が近い位置に両端が位置するように、幅方向中央部からおむつ
の両側縁部に向かい前記隆起部形成パターンよりも緩やかに湾曲する、肌面の形状変化に
対する前記隆起部の追動性及び変形性を補助する追従性補助パターンで配置された、第２
の弾性伸縮部材とからなり、
　これら第１の弾性伸縮部材と第２の弾性伸縮部材とは、互いに交差しない、ことを特徴
とするパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項２】
　前記隆起部形成パターンは、おむつの両側縁部から幅方向に沿って前記吸収体の両側縁
よりも幅方向中央側まで延在する幅方向両側部分と、この幅方向両側部分の幅方向中央側
の端部から股間側に向かう前記略Ｖ字状をなす部分とを有するパターンである、請求項１
記載のパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項３】
　前記追従性補助パターンは前記吸収体の両側縁をとおるパターンである、請求項１又は
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２記載のパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項４】
　前記吸収体は、隆起部形成パターンに沿う部分及び追従性補助パターンに沿う部分の少
なくとも一方が他の部分より低剛性に形成されている請求項１～３の何れか１項に記載の
パンツ型使い捨ておむつ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】パンツ型使い捨ておむつ
【技術分野】
【０００１】
　本発明はパンツ型使い捨ておむつに関する。
【背景技術】
【０００２】
　股間部を介して連続する前身頃と後身頃とを有し、これら前身頃と後身頃との両側縁部
が接合され、脚周り開口部とウエスト開口部とが形成されたパンツ型使い捨ておむつはよ
く知られる。
　この種のおむつでは、漏れ防止及び装着感の向上のため、着用者の立体的な体型に沿わ
せるべく、種々の技術が開示される。
　例えば、臀溝、臀裂といった溝のある臀部へのフィット性を向上させるべく、外装体の
後身頃中央部に、略楔形状の弾性伸縮部材を配置するなどして、肌当接面に臀裂に入り込
むような凸を形成する技術が知られる（例えば、下記特許文献１、２）。
【特許文献１】特開２００３－０３８５７１
【特許文献２】特開２００６－０４３１２４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、これら従来の臀部に対するフィット性を向上する技術は、静止時におい
ては、臀裂に凸部が入り込んでフィットし、漏れ防止機能を発揮するものの、例えば、歩
行時等、臀裂を境にして左右臀部が交互に体の前後に移動するような場合には、臀裂や臀
溝の形状変化等に追従できず、漏れを効果的に防止することができなかった。
　そこで、本発明の主たる課題は、臀部に対するフィット性、特に、歩行などの体、特に
脚、腰を動かす動作をしたときにおける、臀部に対するフィット性に優れるパンツ型使い
捨ておむつを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記課題を解決した本発明及び作用効果は次記のとおりである。
　＜請求項１記載の発明＞
　前身頃と後身頃とが両側縁部で接合されてウエスト開口部及び左右一対のレッグ開口部
が形成された外装体と、
　この外装体の内面側において前身頃から後身頃にかけて位置する吸収体と、を備えるパ
ンツ型使い捨ておむつであって、
　前記外装体は、後身頃に、前身頃と後身頃との一方側縁接合部から股下側に迂回して他
方側縁接合部に到達する複数本の湾曲弾性伸縮部材を備え、かつ
　この湾曲弾性伸縮部材は、；
　幅方向中央部で股間側に向かう略Ｖ字状をなして、後身頃の幅方向中央の肌当接面側に
前後方向に延在する隆起部を形成する隆起部形成パターンで配置された、第１の弾性伸縮
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部材と、
　幅方向中央部において前記略Ｖ字状の隆起部形成パターンの頂点又はその股間側近傍を
とおりかつ、おむつの両側縁部において前記略Ｖ字状の隆起部形成パターンの頂点よりも
ウエスト開口部側との距離が近い位置に両端が位置するように、幅方向中央部からおむつ
の両側縁部に向かい前記隆起部形成パターンよりも緩やかに湾曲する、肌面の形状変化に
対する前記隆起部の追動性及び変形性を補助する追従性補助パターンで配置された、第２
の弾性伸縮部材とからなり、
これら第１の弾性伸縮部材と第２の弾性伸縮部材とは、互いに交差しない、ことを特徴と
するパンツ型使い捨ておむつ。
【０００５】
　（作用効果）
　本発明の使い捨てパンツ型おむつは、後身頃の幅方向中央に、弾性伸縮部材により形成
される略Ｖ字状の隆起部形成パターンを有する。
　この隆起部形成パターンにより、後身頃の幅方向中央の肌当接面に、臀裂に入り込みや
すい略Ｖ字状の形状の隆起部が形成される。
　また、隆起部形成パターンを構成する弾性伸縮部材は、一方側縁接合部から股下側を迂
回して他方側縁接合部に到達する湾曲弾性伸縮部材である。
　すなわち、湾曲弾性伸縮部材の一部が隆起部形成パターンをなす。
　このため、側縁接合部から隆起部形成パターンに至るまでの部分の弾性伸縮性により、
前記隆起部は肌面の形状変化に対する追動性と変形性とを有するものとなる。
　さらに、本発明は、隆起部形成パターンを構成する又は他の湾曲弾性伸縮部材で形成さ
れる、略Ｖ字状の前記隆起部形成パターンの頂点又はその股間側近傍をとおりかつ当該頂
点よりもウエスト開口部側との距離が近いか同じ位置を基端とする追従性補助パターンを
有する。
　この追従性補助パターンは、略Ｖ字状の隆起部形成パターンの頂点又はその近傍をとお
るため、湾曲弾性伸縮部材のうちに側縁接合部から隆起部形成パターンに至るまでの部分
の伸縮性によって、略Ｖ字状部分が不要に開かれて、隆起部の高さが低下することが防止
され、隆起部の形状安定の効果を奏する。
　そして、その上で、この追従性補助パターンは、隆起部形成パターンの頂点又は近傍位
置から緩やかに湾曲等しつつ、おむつの両側縁部に向かうパターンであることから、装着
時に、隆起部の特に略Ｖ字状の頂点側の肌面の形状変化に対する追動性と変形性をより効
果的に高める。
　さらに、追従性補助パターンは、幅方向中心から側縁部に向かうにしたがって、ウエス
ト開口縁にも向かうので、臀部の丸み形状や臀溝に対するフィット感をも向上させる効果
も奏する。
　このように、本発明の使い捨ておむつでは、臀裂に入り込みやすい形状の隆起部が形成
されるとともに、その形状を効果的に維持しつつ、肌への追従性が高められている。
　従って、歩行など体、特に脚、腰を動かす動作をしたときにおいても、隆起部が臀裂か
ら離間することはない。さらに、臀部のその他の部分に対するフィット性をも有し、もっ
て漏れ防止及び装着感にきわめて優れるパンツ型使い捨ておむつとなる。
　また、弾性伸縮部材の配設が容易となる。
【０００６】
　＜請求項２記載の発明＞
　前記隆起部形成パターンは、おむつの両側縁部から幅方向に沿って前記吸収体の両側縁
よりも幅方向中央側まで延在する幅方向両側部分と、この幅方向両側部分の幅方向中央側
の端部から股間側に向かう前記略Ｖ字状をなす部分とを有するパターンである、請求項１
記載のパンツ型使い捨ておむつ。
【０００７】
【０００８】
　＜請求項３記載の発明＞
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　前記追従性補助パターンは前記吸収体の両側縁をとおるパターンである、請求項１又は
２記載のパンツ型使い捨ておむつ。
【０００９】
【００１０】
　＜請求項４記載の発明＞
　前記吸収体は、隆起部形成パターンに沿う部分及び追従性補助パターンに沿う部分の少
なくとも一方が他の部分より低剛性に形成されている請求項１～３の何れか１項に記載の
パンツ型使い捨ておむつ。
【００１１】
　（作用効果）
　隆起部が形成されやすくなる、及び／又は隆起部の追従性がより高まる。
【発明の効果】
【００１２】
　以上のとおり、本発明によれば、臀部に対するフィット性、特に、歩行など体、特に脚
、腰を動かす動作をしたときにおける、臀部に対するフィット性に優れるパンツ型使い捨
ておむつが提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　次いで、本発明の実施の形態を、図面を参照しながら以下に詳述する。
　［第１の実施形態］
　第１の実施形態に係るパンツ型使い捨ておむつＸ１を、図１の展開図、図２の裏面図を
参照しながら説明する。
　このパンツ型使い捨ておむつＸ１は、外装体１と、この外装体１内面に固定された吸収
体３とから主に構成される。
【００１４】
　外装体１は、両側の前後方向中央部が凹欠されて幅方向中央に湾曲する脚周り縁ＥＬ，
ＥＬが形成されているとともに、この脚周り縁ＥＬ，ＥＬより前後方向縁側に、両側脚周
り縁ＥＬ，ＥＬ間よりも幅広の腹側胴回り部Ｆｓ、背側胴回り部Ｂｓが形成された略砂時
計型の平面外形をなす不透液性かつ通気性の外装シート１１で構成され、この外装シート
１１の前記腹側胴回り部Ｆｓ及び背側胴回り部Ｂｓの側部同士が接合されてウエスト開口
部ＷＯ及び脚回り開口部ＬＯを有するパンツ形状をなしている。
　ここで、本発明のパンツ型使い捨ておむつＸ１における股間Ｃとは、展開状態における
左側接合部の脚周り開口側端間同士を結ぶ線の中間位置と、右側接合部の脚周り開口側端
間同士を結ぶ線の中間位置と、を結ぶ線上の位置であり、この股間より腹側を前身頃Ｆと
、背側を後身頃Ｂとする。特に本形態の場合は、側部接合部の脚周り開口側端は、脚周り
縁ＥＬの両端に該当する。
　また、本形態の外装シート１１は、二層の不織布シート１１ｓ，１１ｓの間に後述する
適宜の弾性伸縮部材を配した積層構造を有している。ただし、シート素材は不織布シート
のほか既知のおむつの外装体として用いられているシート素材の中から適宜選択すること
ができ、シートの積層数も適宜の数層とすることができる。
【００１５】
　他方、外装体１は、その後身頃Ｂに、前身頃Ｆと後身頃Ｂとの一方側縁接合部Ｅｃから
股下側を迂回して他方側縁接合部Ｅｃに到達する、特徴的な、複数本の湾曲弾性伸縮部材
２０，２０…が配されている。
　これら湾曲弾性伸縮部材２０，２０…は、湾曲形状の相違する第１の弾性伸縮部材２０
Ａと第２の弾性伸縮部材２０Ｂとで構成される。
　第１の弾性伸縮部材２０Ａは、両側縁部から幅方向中心に向かい、幅方向中心に至る手
前で股間Ｃ側に延在方向を急変して略Ｖ字状の隆起部形成パターンＰ１を形成している。
　この隆起部形成パターンにより、肌当接面に凸となる隆起部が形成される。
【００１６】
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　また、側縁接合部から隆起部形成パターンＰ１まで連続的となることから、幅方向中央
部に形成される隆起部は肌面の形状変化に応ずる追動性と変形性とを有する。
　ここで、隆起部形成パターンＰ１の頂点Ｖｔの位置（起部形成パターンＰ１が複数本の
湾曲弾性伸縮部材で構成される場合は、最も股間に近い略Ｖ字状パターンの頂点の位置と
する）は、好適にはおむつの幅方中心線Ｈを境として左右に８０ｍｍの範囲かつ、股間Ｃ
から離間距離Ｌ１が０～１５０ｍｍ以内、より好適には０～５０ｍｍ以内の位置にあるの
がよい。
　おむつの幅方向中心Ｈから、８０ｍｍ以上離れると形成される隆起部が臀裂に入り込み
難くなり、漏れ防止効果が効果的に得られなくなる。
　また、股間Ｃから１５０ｍｍ以上に離間すると臀裂の股間側に隆起部が形成されなくな
り、当該分部の漏れ防止が得られなくなる。
　なお、本発明に隆起部形成パターンＰ１の略Ｖ字状とは、Ｖ字状はもちろん、放物線状
等、頂点Ｖｔからウエスト開口縁Ｗｅ側に向かって広がる末広がり形状を意味し、少なく
とも頂点Ｖｔからウエスト開口縁Ｗｅ側に向かって広がる末広がり形状であって、裾幅Ｌ
２が１０～２３０ｍｍ、前後方向長さ（高さ）Ｌ３が１０～１９０ｍｍの部分を有する形
状は、略Ｖ字状の範囲に入る。また、略Ｖ字状は、図示例の如く必ずしも左右対称である
必要はなく、左右非対称であってもよい。
【００１７】
　一方、第２の弾性伸縮部材群２０Ｂは、略Ｖ字状の隆起部形成パターンＰ１の頂Ｖｔの
股間側近傍をとおりかつ当該頂点Ｖｔよりもウエスト開口縁Ｗｅ側に近い位置を端とする
。さらに、前記頂点Ｖｔ近傍を変曲点として、端に向かって隆起部形成パターンＰ１より
も緩やかな湾曲又は鈍角的なパターンをなしている。
　このように第２の弾性伸縮部材２０Ｂが隆起部形成パターンＰ１の頂点Ｖｔ近傍をとお
り、この近傍位置から緩やかに湾曲等しつつ、おむつの両側縁接合部Ｅｃ，Ｅｃに向かう
ように延在することで、装着時における隆起部の高さの低下を防止しつつ、隆起部を肌当
接面側へ付勢して、肌の形状変化に応じた隆起部の追動性と変形性とを補助し、肌面への
追従性をより高める。
【００１８】
　第１の弾性伸縮部材２０Ａによる隆起部形成パターンＰ１の頂点Ｖｔと第２の弾性伸縮
部材２０Ｂとの離間距離Ｌ４は０～１５０ｍｍ、好適には０～３０ｍｍとするのがよい。
１５０ｍｍを超えると隆起部の追従性を補助する効果が得られ難くなる。
　また、本形態では、第１の弾性伸縮部材２０Ａと第２の弾性伸縮部材２０Ｂとは交差し
ていない。従って、側縁接合部Ｅｃでは、第１の弾性伸縮部材２０Ａの基端よりも第２弾
性伸縮部材２０Ｂの基端は股間Ｃ側に位置している。側縁接合部における、第１の弾性伸
縮部材２０Ａと第２の弾性伸縮部材２０Ｂとの離間距離Ｌ５は、０～４０ｍｍ程度である
のが望ましい。４０ｍｍを超えて離間すると、引張り方向が相違しすぎて、隆起部の追従
性補助効果が得られ難くなる。
【００１９】
　他方、第１の弾性伸縮部材２０Ａ及び第２の弾性伸縮部材２０Ｂは、１本でもよいが、
好適には複数本配するのが良い。図示例では、双方とも２本ずつ配している。なお。複数
本並べて配置する場合は、それぞれ交差しなければ、全ての場所で等幅に離間している必
要はない。
　複数本とする場合、第１の弾性伸縮部材２０Ａに関しては、２～２０本程度、第２の弾
性伸縮部材２０Ｂは、２～１５本程度とするのがよい。また、複数本とする場合には、並
ぶ弾性伸縮部材間の離間距離は１～５ｍｍ程度とするのがよい。
【００２０】
　本形態の配置形態であれば、第１弾性伸縮部材は、太さが４７０ｄｔｅｘ以上、特に好
適には４７０～６２０ｄｔｅｘのものであり。１５０～３００％、特に好適には２２０～
２５０％の伸張状態でシート素材に固定するのがよい。特に略Ｖ字状の隆起部形成パター
ンでは、２２０～３００％の伸張状態でシート素材に固定するのがよい。
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　また、第２の弾性伸縮部材２０Ｂは、太さが４７０ｄｔｅｘ以上、特に好適には４７０
～６２０ｄｔｅｘのものであり。１５０～３００％、特に好適には２２０～２５０％の伸
張状態で起立シートに固定するのがよい。
【００２１】
　他方、図示例では、隆起部形成パターンＰ１、追従性補助パターンＰ２（２０Ｂ）を構
成する湾曲弾性伸縮部材２０（２０Ａ），２０（２０Ｂ）の他に、ウエスト開口縁Ｗｅに
沿って配置されたウエスト部弾性伸縮部材２１，２１…と、前記脚周り縁ＥＬに沿って配
された脚周り弾性伸縮部材２２，２２…とが配されて、各所におけるフィット性が向上さ
れている。
　なお、湾曲弾性伸縮部材２０以外の弾性伸縮部材の配設形態は、図示例の配置に限らず
、本発明の範囲を逸脱しない範囲で、従来既知のパンツ型使い捨ておむつに採用されてい
る技術の中から、適宜選択して採用することができる。
　また、各弾性伸縮部材の配設方法は、伸張させながら、不織布シート１１ｓの一方面に
又は積層するシート１１ｓ，１１ｓ間に挟み込みつつ、ホットメルト接着材等の接着材に
より接着していく既知の接着方法を採ることができる。
　ここで、各種弾性伸縮部材２０～２２は、代表的に糸ゴムが用いられる。糸ゴムとして
は、合成ゴム又は天然ゴムからなるもの、天然ゴムを主成分とするものが適する。糸ゴム
以外に、一般的によく知られたエラストマー樹脂を含む、糸状、紐状、帯状、網状、フォ
ーム状等に成形（成型）された、ゴム弾性を有する材料を用いることができる。例えば、
スチレン系ゴム、オレフィン系ゴム、ウレタン系ゴム、エステル系ゴム、ポリウレタン、
ポリエチレン、ポリスチレン、スチレンブタジエン、シリコン、ポリエステル等の素材を
用いることができる。
【００２２】
　一方、吸収体３の配設位置は、既知のパンツ型おむつに従って、前身頃から股間部を通
って後身頃にかけて延在するように配置されており、外装体１に対して接着されている。
吸収体３の接着方法は、ホットメルト接着剤など既知の適宜の方法による。
　吸収体３の構造は、透液性トップシート３１と、不透液性バックシート３２との間に吸
収コア３３が配されたた既知の層構造とすることができる。図示例では、配されていない
が、肌当接面側に起立する起立カフスを備えるものであってもよい。
　本形態における吸収コア３３は、外装シート１１の脚周り縁ＥＬに沿って、両側の前後
方向中央部が円弧状に形成されており、脚周りへのフィット性が高められている。
　吸収コア３３の表面側（肌当接面側）を覆う透液性トップシート３１としては、有孔ま
たは無孔の不織布や多孔性プラスチックシートなどが好適に用いられる。不織布を構成す
る素材繊維は、ポリエチレンまたはポリプロピレン等のオレフィン系、ポリエステル系、
ポリアミド系等の合成繊維の他、レーヨンやキュプラ等の再生繊維、綿等の天然繊維とす
ることができ、スパンレース法、スパンボンド法、サーマルボンド法、メルトブローン法
、ニードルパンチ法等の適宜の加工法によって得られた不織布を用いることができる。こ
れらの加工法の内、スパンレース法は柔軟性、ドレープ性に富む点で優れ、サーマルボン
ド法は嵩高でソフトである点で優れている。透液性表面シート３１に多数の透孔を形成し
た場合には、尿などが速やかに吸収されるようになり、ドライタッチ性に優れたものとな
る。
　前記吸収コア３３の裏面側（非肌当接面側）を覆う不透液性バックシート３２は、ポリ
エチレンまたはポリプロピレンなどの不透液性プラスチックシートが用いられるが、近年
はムレ防止の点から透湿性を有するものが好適に用いられる。この遮水・透湿性シートは
、たとえばポリエチレンやポリプロピレン等のオレフィン樹脂中に無機充填材を溶融混練
してシートを形成した後、一軸または二軸方向に延伸することにより得られる微多孔性シ
ートであり、仮にシート厚が同じであれば無孔シートよりも剛性が低下するため、柔軟性
の点で勝るものとなる。
【００２３】
　吸収コア３３は、積繊パルプ、不織布などの繊維内に吸収性ポリマーを散在させ、クレ
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ープ紙、不織布シート、孔開きシート等の透液性シートによって包皮したものが用いられ
る。
　高吸収性ポリマーとしては、カルボキシメチルセルロース、ポリアクリル酸およびその
塩類、アクリル酸塩重合体架橋物、澱粉－アクリル酸グラフト共重合体、澱粉－アクリロ
ニトリルグラフト共重合体の加水分解物、ポリオキシエチレン架橋物、カルボキシメチル
セルロース架橋物、ポリエチレンオキサイド、ポリアクリルアミド等の水膨欄性ポリマー
を部分架橋したもの、あるいはイソブチレンとマレイン酸との共重合体等が好適に用いら
れる。製品の吸湿によるブロッキング性を抑制するためにブロッキング防止剤が添加され
たものも用いることができる。また高吸収性ポリマーとしては、粉体状、粒子状、顆粒状
、ペレット状、ゾル状、サスペンジョン状、ゲル状、フィルム状、不織布状等のさまざま
な形態をもったものがあるが、これらはいずれも本発明において使用可能であり、特に粒
子状のものが好適に使用される。
【００２４】
　［第１の比較形態］
　次いで、第１の比較形態を説明する。第１の比較形態にかかるパンツ型使い捨ておむつ
Ｘ２は、第１の弾性伸縮部材２０Ａにより形成される略Ｖ字状の隆起部形成パターンＰ１
がウエスト開口縁Ｗｅ側に向かって凸となっているパターンである。
　本形態の第１の弾性伸縮部材２０Ａは、図３に示されるように、両側縁部から股間側に
向かい、幅方向中央に至る手前でウエスト開口縁Ｗｅ側に延在方向を急変して略Ｖ字状の
隆起部形成パターンＰ１を形成している。
　本形態では、隆起部形成パターンＰ１の凸方向が第１の実施の形態とは相違するが、隆
起部形成パターンＰ１及び第１の弾性伸縮部材２０Ａの作用効果については、第１の実施
の形態と相違ない。
　なお、隆起部形成パターンＰ１の頂点Ｖｔの位置（起部形成パターンＰ１が複数本の湾
曲弾性伸縮部材で構成される場合は、最もウエスト開口縁に近い略Ｖ字状パターンの頂点
の位置とする）は、股間Ｃからウエスト開口縁Ｗｅ側に、０～１５０ｍｍ離間した位置、
好適には５０～８０ｍｍ離間した位置とするのがよい。離間距離Ｌ１が３０ｍｍ未満であ
ると、装着時に臀裂に十分にフィットし難く、８０ｍｍを超えるとウエスト開口縁Ｗｅに
不要な皺が形成されて背漏れの原因となるおそれが高まる。
　なお、隆起部形成パターンＰ１の略Ｖ字状の意味については、第１の実施の形態と同様
である。第１の実施の形態で示した、所定前後方向長さ（高さ）、所定の裾幅を有する末
広がり形状は、本発明の略Ｖ字状に該当する。また、左右対称である必要もない。
　一方、第２の弾性伸縮部材２０Ｂは、第１の弾性伸縮部材２０Ａよりウエスト開口縁Ｗ
ｅ側に配置されており、略Ｖ字状の隆起部形成パターンＰ１の頂点のウエスト開口縁Ｗｅ
側近傍をとおりかつ当該頂点よりもウエスト開口縁Ｗｅ側に近い位置を端とし、さらに、
前記頂点Ｖｔ近傍を変曲点として、端に向かって隆起部形成パターンＰ１よりも緩やかな
湾曲又は鈍角的なパターンをなしている。
　本形態の第２弾性伸縮部材２０Ｂは、第１弾性伸縮部材よりもウエスト開口縁側に配さ
れている点で第１の実施の形態と相違するが、その作用効果については相違なく、隆起部
の形状維持、肌への追従性を補助する作用効果を奏する。
　すなわち、第２の弾性伸縮部材２０Ｂが隆起部形成パターンＰ１の頂点Ｖｔ近傍をとお
ることで、隆起部の形状を崩さずに、隆起部の移動を補助し、さらに、この近傍位置から
緩やかに湾曲等しつつ、おむつの両側縁部に向かうパターンを有することで、装着時に隆
起部を肌当接面側へ付勢して肌面への追従性をより高める。
　なお、外装体や吸収体等の他の構成については、第１の実施の形態と同様である。
【００２５】
　［第２の比較形態］
　次いで、第２の比較形態を説明する。第２の比較形態にかかるパンツ型使い捨ておむつ
Ｘ３は、幅方向中央で互いに交差する、左右対称に配された一対の湾曲弾性伸縮部材２０
Ｌ，２０Ｒにより、隆起部形成パターンＰ１及び追随補助パターンＰ２が形成されている
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。
　詳述すると、図４に示すように、本形態の湾曲弾性伸縮部材２０Ｌ，２０Ｒは、一対の
それぞれが、一方側縁接合部Ｅｃから幅方向中央に向かい、幅方向中心に至る手前で股間
Ｃ側に延在方向を急変し、所定位置まで股間側に延在したのち、緩やかに延在方向をウエ
スト開口縁方向に反転させつつ他方側縁接合部Ｅｃまで延在する。また、他方側縁接合部
Ｅｃの位置が、幅方向中心線との交差位置よりウエスト開口縁Ｗｅ側に位置している。
　従って、一対の湾曲弾性伸縮部材２０Ｌ、２０Ｒは幅方向中心で交差し、その一方の湾
曲弾性伸縮部材２０Ｌの急変する変曲点と、対をなす他方の湾曲弾性伸縮部材２０Ｒとの
交差点と、他方の湾曲弾性伸縮部材２０Ｒの急変する変曲点とで略Ｖ字状のパターンが形
成され、さらにその交差点Ｖｔから、所定位置で緩やかに延在方向をウエスト開口縁方向
に反転させつつ他方側縁接合部までの延在領域で、前記略Ｖ字状の隆起部形成パターンの
頂点Ｖｔをとおりかつ当該頂点Ｖｔよりもウエスト開口部Ｗｅ側に近い位置に基端を有す
るパターンが形成される。
　その略Ｖ字状のパターンが隆起部形成パターンＰ１に該当し、交差点Ｖｔから他方側部
に延在するパターンが追従性補助パターンＰ２に該当する。
　略Ｖ字状の隆起部形成パターンＰ１の位置、形状等、例えば、股間Ｃと頂点Ｖｔ（本形
態では特に交差点）との離間距離Ｌ１、第１の実施の形態と同様である。ただし、隆起部
形成パターンＰ１の頂点Ｖｔと追従性補助パターンＰ２との離間距離は、本形態では必然
的に０ｍｍとなる。
　また、隆起部形成パターンＰ１の略Ｖ字状の意味についても、第１の実施の形態と同様
である。第１の実施の形態で示した、所定前後方向長さ（深さ）、所定の裾幅を有する末
広がり形状は、本発明の略Ｖ字状に該当する。また、左右対称である必要もない。
　さらに、本形態の湾曲弾性伸縮部材２０Ｌ，２０Ｒの配置パターンを採る場合、その弾
性伸縮部材の好適な、太さは、４７０～９６０ｄｔｅｘ、特に６２０～９６０ｄｔｅｘと
するのがよい。
　一対の各湾曲弾性伸縮部材２０Ｌ，２０Ｒの本数は、１本でもよいが、２～１５本とす
るのがよい。図示例では、２本としている。
　以上説明の本形態では、湾曲弾性伸縮部材２０の配置形態は、第１の実施の形態と相違
するが、各隆起部形成パターンと、追従性補助パターンの作用効果は同様である。
　なお、外装体、吸収体等のその他の構成についても、第１の実施の形態と同様である。
【００２６】
　［吸収体のバリエーション例］
　他方、本発明においては、隆起部の形成性及び隆起部の体への追従性をより高めるべく
、隆起部形成パターンＰ１や追従性補助パターンＰ２に沿って、吸収体３に低剛性部を形
成するのが望ましい。低剛性部は、例えば、吸収コア３３を部分的に欠損したり、薄厚に
することで形成できる。
　図５に示す例Ｘ１’の吸収体は、隆起部形成パターンＰ１に沿って、ウエスト開口縁Ｗ
ｅ側から略Ｖ字状に吸収コア３３を欠損させている。この部分は、隆起部形成パターンＰ
１の弾性伸縮力が他の部分よりも強く作用するため、隆起部が肌当接面側に形成されやす
くなる。なお、図５中、欠損部分は３３Ｌで示す。また、図中において吸収体の吸収コア
以外の構成は説明のために省略している（図６、７についても同じ）。
　図６に示す例Ｘ１’の吸収体は、追従性補助パターンに沿って吸収コアを欠損させてい
る。図６中、欠損部分は３３Ｌで示す。この欠損部３３Ｌ，３３Ｌは、吸収コアがなく低
剛性であるため、追従性補助パターンの弾性伸縮力が他の部分よりも強く作用し、隆起部
の肌面への追従性がより高められる。なお、この図６の例では、隆起部形成パターンＰ１
の頂点Ｖｔ近傍位置については吸収コアを欠損させていない。このように構成することで
、吸収性の低下を極力防止できるとともに、吸収コアの当該頂点Ｖｔ近傍位置を軸として
、これから後身頃側全体が隆起部とともに肌面に対して追動するようになり、漏れ防止効
果に優れたものとなる。
　図７に示す例Ｘ１’の吸収体では、吸収コア３３の隆起部形成パターンＰ１に沿う位置
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に、スリット孔３３ｓ，３３ｓが併設されている。吸収コア３３のスリット孔３３ｓ，３
３ｓ間が、特に前後方向に低剛性となるため、隆起部形成パターンＰ１の伸縮力が他の部
分よりも強く作用し、隆起部が形成されやすくなる。なお、スリット孔の長さ等は特に限
定されないが、隆起部形成パターンＰ１の長さ（高さ）よりも数ｃｍ程度長くするのがよ
い。
　なお、図示例では、湾曲弾性伸縮部材２０の配置形態は、上記第１の実施の形態の配置
形態であるが、もちろん第２、第３の実施の形態のパンツ型使い捨ておむつの配置形態を
採用する場合でも、吸収体に低剛性部を形成することができる。
　また、隆起部形成パターンＰ１と追従性補助パターンＰ２の双方に沿って、低剛性部を
形成してもよい。
　ここで、吸収コア３３に薄厚部、欠損部を形成するには、吸収コア製造用の積繊ドラム
の表面に設けられている実質的に積繊パルプ等を堆積させて型成する積繊領域に、部分的
に積繊パルプ等が積繊されないようにする凸部を適当に配置することで製造が可能である
。
　また、薄厚部は、吸収コアの適宜の位置に押圧加工やエンボス加工を施して形成するこ
とができる。
　一方、吸収コア３３に薄厚部を設けるにあたって、当該部位での吸収性低下を懸念する
のであれば、例えば、吸収体３を複数の吸収コアを積層した構造とすることでこれを効果
的に回避できる。
【産業上の利用可能性】
【００２７】
　本発明は、パンツ型使い捨ておむつに対して利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】第１の実施形態のパンツ型使い捨ておむつの展開図であるである。
【図２】第１の実施形態のパンツ型使い捨ておむつの背面図である。
【図３】第１の比較形態のパンツ型使い捨ておむつの背面図である。
【図４】第２の比較形態のパンツ型使い捨ておむつの背面図である。
【図５】吸収体のバリエーション例を示す概略図である。
【図６】吸収体のバリエーション例を示す概略図である。
【図７】吸収体のバリエーション例を示す概略図である。
【符号の説明】
【００２９】
　Ｘ１～Ｘ３，Ｘ１’…パンツ型使い捨ておむつ、１…外装体、３…吸収体、１１…外装
シート、１１ｓ…不織布シート、２０…湾曲弾性伸縮部材、２０Ａ…第１の弾性伸縮部材
、２０Ｂ…第２の弾性伸縮部材、２０Ｌ，２０Ｒ…湾曲弾性伸縮部材、２１…ウエスト部
弾性伸縮部材、２２…脚周り弾性伸縮部材、３１…透液性トップシート、３２…不透液性
バックシート、３３…吸収コア、３３Ｌ…欠損部、３３ｓ…スリット孔、ＥＬ…脚周り縁
、Ｆｓ…腹側胴回り部、Ｂｓ…背側胴回り部、ＷＯ…ウエスト開口部、Ｗｅ…ウエスト開
口縁、ＬＯ…脚周り開口部、Ｃ…股間、Ｆ…前身頃、Ｂ…後身頃、Ｐ１…隆起部形成パタ
ーン、Ｐ２…追従性補助パターン、Ｖｔ…隆起部形成パターンの頂点、Ｈ…おむつの幅方
中心線、Ｌ１…隆起部形成パターンＰ１の頂点と股間との間の距離、Ｌ２…隆起部形成パ
ターンＰ１の裾幅、Ｌ３…隆起部形成パターンＰ１の高さ、Ｌ４…第２の弾性伸縮部材（
追従性補助パターン）と隆起部形成パターンＰ１の頂点Ｖｔとの離間距離、Ｌ５…側縁接
合部における第１の弾性伸縮部材２０Ａと第２の弾性伸縮部材２０Ｂとの離間距離。
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